
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 畜犬管理事業 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部環境保全課 

個人情報ファイルの利用目的 飼い犬の記録及び管理を行うもの 

記録項目 

1登録番号、2登録年月日、3鑑札番号、4抹消日、5所有者名

称、6所有者住所、7犬の名前、8犬の住所、9犬の種類、10犬

の性別、11犬の毛色、12犬の生年月日、13特徴、14注射実施

日、15注射番号、16注射会場、17原簿の記載事項の変更履歴、

18送付先、19電話番号、20地区、21所在地 

記録範囲 かすみがうら市に犬を登録する所有者 

記録情報の収集方法 

・飼い主から提出された犬の登録申請者、犬の登録事項変更

届、犬の死亡届 

・市区町村からの通知 

・狂犬病予防注射済票交付申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 犬の飼い主の転入転出した市区町村等 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部環境保全課 

（所在地）〒300-0192 かすみがうら市大和田 562 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 
 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格確認事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険法に基づく資格確認のために利用する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 国民健康保険被保険者及びその世帯主 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル ■ 有 □ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税賦課事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 地方税法に基づく国民健康保険税の賦課のために利用する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 国民健康保険被保険者及びその世帯主 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル ■ 有 □ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険給付事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険法に基づく給付確認のために利用する。 

記録項目 
1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7家庭状況、8金融機関名及び口座番号 

記録範囲 国民健康保険被保険者及びその世帯主 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル ■ 有 □ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険保健事業事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険法に基づく保健事業のために利用する。 

記録項目 
1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別 

記録範囲 国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険資格確認事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく資格確認のために

利用する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 後期高齢者医療保険被保険者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 茨城県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料賦課事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料の賦課のた

めに利用する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 後期高齢者医療保険被保険者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 茨城県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険給付事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく給付確認のために

利用する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 後期高齢者医療保険被保険者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 茨城県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保健事業事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業のために

利用する。 

記録項目 
1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別 

記録範囲 後期高齢者医療保険被保険者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 茨城県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 医療福祉費資格確認事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
市医療福祉費の支給に関する条例に基づく資格確認のために

利用する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 医療福祉費受給対象者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 医療福祉費助成事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
市医療福祉費の支給に関する条例に基づく助成のために利用

する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 医療福祉費受給対象者受給対象者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ー 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民年金進達事務 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金法に基づく進達事務のために利用する。 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 生年月日等、5 電話番号、6 性

別、7 資産状況、8 収入状況、9 公的扶助、10 金融機関名及び

口座番号 

記録範囲 国民年金被保険者 

記録情報の収集方法 1本人、2住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 土浦年金事務所 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部国保年金課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

■ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 □ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳登録事務ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
住民基本台帳法に基づき、住民の居住関係の公証等を行うほ

か、住民に関する記録の適正な管理を図るために利用する。 

記録項目 

[共通記録事項] 

1 氏名、2 生年月日、3性別、4 世帯主の氏名、5世帯主との続

柄、６住所、7 住定年月日、8 住定事由、9 届出年月日、10 異

動年月日、11前住所、12転出先住所、13 住民票コード、14個

人番号 

[日本人住民記録事項] 

15 住民年月日、16 本籍地、17筆頭者 

[外国人住民記録事項] 

18 外国人住民日、19 通称名、20 併記名、21国籍・地域、22 第

30 条の 45 に規定する区分、23 在留資格、24 在留期間等、25

在留期間等の満了日、26在留カード等の番号 

記録範囲 住民基本台帳に登録された市民 

記録情報の収集方法 本人および代理人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部市民課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 
 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 戸籍事務ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 身分関係を登録・公証するために利用する。 

記録項目 

1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 住所、5 本籍・国籍、6 家族状

況、7 親族関係、8 続柄、9 婚姻・離婚歴、10 その他（身分事

項等） 

記録範囲 本市に本籍を有する者、本市に戸籍の届出をした者 

記録情報の収集方法 本人および代理人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 法務省 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部市民課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

戸籍法（昭和 22年 12月 22日法律第 224号）第 24条、第 113

条から第 117条までの規定により戸籍の訂正ができる。 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録事務ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
かすみがうら市印鑑条例に基づく印鑑の登録及び証明書発行

のために利用する。 

記録項目 
1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 性別、5 登録年月日、6 印影、

7登録番号、8消除年月日、9外国人住民のカタカナ氏名表記 

記録範囲 印鑑登録者、印鑑登録を廃止した者 

記録情報の収集方法 本人および代理人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部市民課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 旅券事務ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
一般旅券の申請及び交付に関する事務を円滑に処理するため

に利用する。 

記録項目 

1旅券番号、2受理年月日、３受理番号、4申請区分、5発行年

月日、6交付年月日、7氏名ヨミカタ、8氏名漢字、9へボン式

ローマ字、10非ヘボン式ローマ字、11性別、12年齢、13生年

月日、14本籍、15現住所、16連絡先、17日本国内の緊急連絡

先、18刑罰等関係、19外国籍の有無 

記録範囲 
市内に住民登録されている者および県外に住民登録し、かつ市

に居所を有する者 

記録情報の収集方法 本人および代理人の申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 茨城県旅券室 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部市民課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 相続税調査事務ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
相続税法第 58 条の規定により、死亡又は失踪に関する届出に

伴う相続人を調査するために利用する。 

記録項目 
1 氏名、2 本籍・国籍、3 住所、4 生年月日、5 親族関係、6 資

産・収入状況 

記録範囲 
本市に住所又は本籍を有する者が死亡・失踪した場合の被相続

人及び相続人 

記録情報の収集方法 本人および本人以外 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 土浦税務署 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部市民課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 マイナンバーカード交付予約管理ファイル 

市の機関の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの交付予約管理に利用する。 

記録項目 1個人番号、2氏名、3住所、4性別、5電話番号、6生年月日 

記録範囲 カードの交付予約を行った市民 

記録情報の収集方法 本人および代理人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所在地 

（名 称）市民部市民課 

（所在地）〒315-8512 かすみがうら市上土田 461 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
ー 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □ 有 ■ 無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を 

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける 

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に 

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 
― 

備   考 ― 

 


